
大切なお願い

●初期段階だけでなく、その後も学校への
連絡を継続してください

●体調不良の内容に関わらず、
各自の行動履歴（年月日、場所と相手、感染
対策の有無など）が判るようにしてください。

相談の結果
必要なし

とされた場合

登校できる条件
・

場合

教務係（0285-20-2142)に連絡してください。

寮生は寮務事務室に ①体温、②体調不良の症状の内容、③療養方針（病院受診の意向等）を報告



（学校の認定含む）

保健所、接触者相談センター、医療機関への相談を行ってください。
困った時には保健室まで相談してください。（学校医へ相談します）

登校できる条件
・ または

感染者との最終接触日から 日間経過

自宅待機の上、教務係（0285-20-2142）に連絡をする。（寮生は寮務事務室に報告）

大切なお願い

●初期段階だけでなく、その後も学校への
連絡を継続してください
●体調不良の内容に関わらず、
各自の行動履歴（年月日、場所と相手、感染
対策の有無など）が判るようにしてください。



3.新型コロナウイルス感染者との接触があったことがわかった時
（濃厚接触以外の接触者）

自宅待機の上、教務係（0285-20-2142）に連絡をする。（寮生は寮務事務室に報告）

保健所、接触者相談センター、医療機関への相談を行ってください。
困った時には保健室まで相談してください。（学校医へ相談します）

PCR検査が必要と判断された、
検査受検希望

PCR検査が必要ない
と判断された

登校可能

PCR検査受検

陰性
陽性

自宅待機を継続し、保健所からの指示を待つ

※検査結果が出るまでは自宅待機

を

検査が必要と判断さ
れたが検査実施せず

感染者との最終接触日から
７日間の自宅待機の上登校



4.同居の家族がPCR検査を受検することになった場合

自宅待機の上、教務係（0285-20-2142）に連絡をする。（寮生は寮務事務室に報告）

家族が医療機関でPCR検査受検

陰性陽性

自宅待機を継続し、保健所
からの指示を待つ

「２.濃厚接触になったら」に従う


